
原子力人材育成等推進事業費補助金交付要綱 （ 新 旧 対 照 表 ） 

改正後 現行 

原子力人材育成等推進事業費補助金交付要綱 

平成２２年９月３日 

最終改正 令和５年４月１日 

文部科学大臣決定 

 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（定義） 

第３条 この要綱において「機関等」とは、次の各号に掲げる国内の機

関をいう。 

一 大学及び高等専門学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に規定する大学及び高等専門学校をいう。）の設置者 

二 大学共同利用機関法人（国立大学法人法（平成１５年法律第１１２

号）第２条第３項に規定する大学共同利用機関法人をいう。） 

三 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。） 

四 その他法律に規定されている法人 

 

第４条 （略） 

 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者は、別に定める原子力人材

育成等推進事業費補助金公募要領に基づき応募し、実施する機関とし

て選定されたのち、交付申請書（様式１）を大臣に提出しなければな

らない。ただし、複数年計画の事業を実施する機関として選定された

場合は、当該事業について２年目以降は当該公募要領に基づき応募し、

実施する機関として選定されたものとみなす。 

２ 補助金の交付を申請しようとする者は、前項の補助金の交付の申請

をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに

原子力人材育成等推進事業費補助金交付要綱 

平成２２年９月３日 

令和２年３月２５日改正 

令和２年１２月２３日改正 

文部科学大臣決定 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（定義） 

第３条 この要綱において「機関等」とは、次の各号に掲げる国内の機 

関をいう。 

一 大学及び高等専門学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第 

１条に規定する大学及び高等専門学校をいう。） 

二 大学共同利用機関法人（国立大学法人法（令和１５年法律第１１２

号）第２条第３項に規定する大学共同利用機関法人をいう。） 

三 独立行政法人（独立行政法人通則法（令和１１年法律第１０３号）第

２条第１項に規定する独立行政法人をいう。） 

四 その他法律に規定されている法人 

 

第４条 （略） 

 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者は、別に定める原子力人材

育成等推進事業費補助金公募要領に基づき応募し、実施する機関とし

て選定されたのち、交付申請書（様式１）を大臣に提出しなければなら

ない。ただし、複数年計画の事業を実施する機関として選定された場合

は、当該事業について２年目以降は当該公募要領に基づき応募し、実施

する機関として選定されたものとみなす。 

２ 補助金の交付を申請しようとする者は、前項の補助金の交付の申請

をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係



係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じ

て得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなけれ

ばならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

 

 

 

 

第６条～第１６条 （略） 

 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第１７条 大臣は、前条の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった

場合又は次の各号の一に該当する場合には、第６条の交付の決定の全

部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。 

一 補助事業者が、法令、本要綱、補助金の交付の決定の内容又は法令

若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合 

二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な

行為をした場合 

四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部

を継続する必要がなくなった場合 

２ 大臣は、前項の規定により第６条の交付の決定の取消しを行った場

合には、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命

ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの

期間に応じて、年利 10.95％の割合で計算した加算金の納付を併せて

命ずるものとする。 

 

４ 第２項の返還には、第１５条第３項の規定を準用するものとする。 

 

第１７条～第２１条 （略） 

 

る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得

た金額の合計額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければな

らない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

３ 補助金の交付の申請をしようとする者は、第１項に規定する補助金

の交付の申請をするに当たっては、電子情報処理組織を使用する方法

（適正化法第２６条の３第１項の規定に基づき大臣が定めるものをい

う。）により行うことができる。 

 

第６条～第１６条 （略） 

 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第１７条 大臣は、前条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合

又は次の各号の一に該当する場合には、第６条の交付の決定の全部若

しくは一部を取消し、又は変更することができる。 

一 補助事業者が、法令、本要綱、補助金の交付の決定の内容又は法令若

しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合 

二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な

行為をした場合 

四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部

を継続する必要がなくなった場合 

２ 大臣は、前項の規定により第６条の交付の決定の取消しを行った場

合には、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

 

 

 

 

３ 前項の返還には、第１５条第３項の規定を準用するものとする。 

 

第１７条～第２１条 （略） 

 



（補助金調書） 

第２２条 補助事業者（地方公共団体に限る。）は、当該補助事業に係る

歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額

を明らかにする調書（様式１２）を作成しておかなければならない。 

 

 

（電磁的方法による提出） 

第２３条 補助金の交付の申請をしようとする者は、適正化法、施行令

又は本規則の規定に基づく申請、報告その他文部科学省に提出するも

のについては、電磁的方法（適正化法第２６条の３第１項の規定に基

づき大臣が定めるものをいう。）により行うことができる。 

 

（電磁的方法による通知等） 

第２４条 大臣は、適正化法、施行令又は本規則に規定する通知、承認、

指示又は命令（以下「通知等」という。）について、補助金の交付を申

請しようとする者が書面による通知等を受けることを予め求めた場合

を除き、電磁的方法により通知等することができる。 

 

第２５条 （略） 

 

 

 

 

附 則 

この要綱は令和５年〇〇月〇〇日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

第２２条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

（新規） 

 


